
 

食品添加物に関する規制 

 

・ 食品添加物の指定（食品衛生法第６条） 
・指定添加物： ３４２品目 
 食品衛生法第６条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、食品衛
生法施行規則別表第２に収載されている。 

 
（参考） 

・既存添加物： ４８９品目 
 平成７年度に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品の
みから天然物を含むすべての添加物に拡大された。法改正当時既に我
が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、
法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食
品衛生法第６条の規定を適用しないこととなっている。そのような既
存添加物は、既存添加物名簿に収載されている。 

 
・天然香料： 約６００品目 
 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用
されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられる。 

 
・一般飲食物添加物 ： 約１００品目 

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるもの。 
 
・食品添加物の規格及び使用基準（食品衛生法第７条） 

 食品添加物については、必要に応じて規格や基準を設定。 
規格とは－食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示

したもの。 
基準とは－食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよ

いかということを示したもの。 
 
・食品添加物の表示（食品衛生法第１１条） 

 原則として食品に使用した添加物はすべて表示することが義務づけら
れている。 



リスク評価
・慢性毒性試験
・発がん性試験
・催奇形性試験等

食品安全委

ADI設定

諮問・審議会（部会）
（基準値案の検討）

省令・告示の改正

施行

WTO通報、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

資料の入手

申請の確認

厚生労働省

食品添加物の指定等の流れ

意見聴取
（基本法第24条）

3～4ヶ月

パブリックコメント

審議会（分科会）・答申

即日施行若しくは
数ヶ月後施行

指定等要請者

通知、勧告

有効性及び規格に関す
る資料

安全性に関する資料



残留農薬に関する規制 
 

 

法令  ：食品衛生法 

所管省庁：厚生労働省 

規制概要：法第７条に基づく食品、添加物等の規格基準（厚生労働省告示）

の中で、公衆衛生の見地から必要なものに「食品」の規格基準とし

て残留農薬基準を定めている。残留農薬基準は国産農産物、輸入農

産物のいずれもが対象であり、この基準を超えるような農薬が残留

した食品は、回収等の措置がとられる。 

平成１５年７月現在、２２９農薬、約１３０農産物について  

約９,０００の基準を設定。 

 

 

（参考） 

法令  ：農薬取締法 

所管省庁：農林水産省、環境省 

規制概要： 

（登録） 製造・輸入者に対する製造輸入段階の登録の義務付け。 

（登録保留基準） 

環境大臣が告示する、農作物等の農薬汚染を防止する観点から

農薬登録を保留する基準。 

（販売） 登録のない農薬の販売の禁止。 

（使用） 表示のない農薬を農産物等の病害虫の防除等に使用することを

禁止。表示のある農薬についても使用基準に違反して農薬を使用す

ることを禁止。 



食品安全委

ADI設定等

残留基準の告示

施行

ＷＴＯ通報
パブリックコメント

審議会（部会）
（諮問・基準値案の検討）

申請の確認 農薬登録受付

厚生労働省 環境省 農林水産省

農薬登録

農薬の登録（新規及び登録拡大）と残留基準設定の流れ

登録検査

販売・使用

申請の確認

申請の連絡

資料提供依頼（食衛法第7条の2)

資料送付意見聴取
（基本法第24条）

残留基準が設定されると自動的
に登録保留基準とみなされる

検査（農取法第2条3項）

登録（農取法第2条3項）

3～4ヶ月

即日施行若しくは
数ヶ月後施行

登録保留基準

登録保留基準値
（個別基準）の削除
（登録拡大の場合）

参照

基準に照らし
登録検査

通知

リスク評価 資料の入手

審議会（分科会）
（答申）

パブリックコメント



動物用医薬品等に関する規制 

 

法令  ：食品衛生法 

所管省庁：厚生労働省 

規制概要：法第７条に基づく食品、添加物等の規格基準（厚生労働

省告示）の中で、公衆衛生の見地から個別の畜水産物毎に

動物用医薬品及び飼料添加物の成分の残留基準が設定さ

れており、この基準を超えるような動物用医薬品等が残留

した食品は、回収等の措置がとられる。 

平成１５年７月現在、２６動物用医薬品等について残留

基準値を設定している。 

 

 
（参考） 

法令  ：薬事法 

所管省庁：農林水産省（動物用医薬品に関する部分） 

規制概要：動物用医薬品の製造や販売に関する承認及び適正な使用

の観点から使用基準（対象動物、用法・用量、出荷前使用

禁止期間等）が設定される。この使用方法を守られなけれ

ば、使用者に対し罰則が適用される。 

 

法令  ：飼料安全法（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す
る法律） 

所管省庁：農林水産省 

規制概要：飼料添加物の製造、使用及び保存等について、規定され

ている。飼料添加物の適正な使用の観点から設定される。

この使用方法を守られなければ、使用者に対し罰則が適用

される。 



リスク評価

食品安全委

ADI設定等
の評価結果

審議会（部会）
（諮問・基準値案の検討）

残留基準の告示

施行

WTO通報、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

資料の入手

申請の確認

動物用医薬品
承認申請受付

厚生労働省 農林水産省

承認

動物用医薬品の承認と残留基準設定の流れ

資料提供依頼
（食衛法第7条の2)

資料送付

意見聴取
（基本法第24条
第１項第１号）

承認と同時に施行

3～4ヶ月

パブリックコメント

意見聴取
（基本法第24条
第１項第８号）

MRL
通知

使用基準
の施行

使用基準設定に
関する意見聴取

（薬事法第83条の4）

使用基準への意見
通知審議会（分科会）

（答申）

即日施行若しくは
数ヶ月後施行

通知、勧告

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

省令公布

審議会

（調査会）

（部会）

（分科会）

周知期間

意見募集期間（１か月）

意見聴取
（薬事法第83条第2項）

通知、勧告



食品の成分に係る規格（残留基
準）が定められていないもの

農薬、飼料添加物及び動物用医薬品

農薬等が残留していても基
本的に流通の規制はない

２２９農薬、２６動物用医薬
品等に残留基準を設定

【現行の規制】

残留基準を超えて農薬等が残留
する食品の流通を禁止

【ポジティブリスト制への移行後】・・・・・公布後３年以内に移行

食品の成分に係る規格
（残留基準）が定められ
ていないもの

農薬、飼料添加物及び動物用医薬品

食品の成分に係る規
格（残留基準）が定め
られているもの

残留基準を超えて農薬等が
残留する食品の流通を禁止

一定量を超えて農薬等が残
留する食品の流通を禁止

ポジティブリスト制の施
行までに、現行法第７条
第１項に基づき、農薬取
締法に基づく基準、国際
基準、欧米の基準等を踏
まえた暫定的な基準を設
定

登録等と同時の残留基準
設定など、残留基準設定
の促進

人の健康を損なうお
それのない量として
厚生労働大臣が一定
量を告示

人の健康を損な
うおそれのない
ことが明らかで
あるものを告示

（特定農薬等）

厚生労働大臣が
指定する物質

ポジティブリスト制
の対象外

食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制の導入
（改正後の第１１条第３項関係）

食品の成分に係る規
格（残留基準）が定め
られているもの

平成１５年８月２９日施行




